
例１

例２

6

入所対象

A B C
D

入所の可否A－B－C

支払金額 社会保険料 公的年金控除額 所得額

所得額

D

A－B－C

（４５万円以下）

1,306,785 69,060 1,100,000 137,725

（４５万円以下）

例２の方は、上記のほかに遺族年金約８０万円を受給されていますが、遺族年金は税金の

対象となりません（非課税）ので、入所の対象となります。

▲ 234,025

A B C
入所の可否

918,115 52,140 1,100,000 入所対象

支払金額 社会保険料 公的年金控除額
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